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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１１項の規定に基づき措置

の勧告を実施したので、同項の規定によりその内容を公表する。 
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 令和２年５月２１日  

 

安城市教育委員会 

教育長 杉 山 春 記 様 

 

 

安城市監査委員 中 村 誠 一     

 

 

安城市監査委員 辻 山 秀 文     

 

 

監査の結果に関する報告に係る措置について（勧告） 

 

令和２年３月３日から同年３月１８日までの間に実施した生涯学習部生涯学習課

に対する定例監査の結果、下記のとおり特に措置を講ずる必要があると認める事項

（指導事項）がありました。 

ついては、必要な措置を講じるとともに、令和２年７月２９日（水）までにその

内容を監査委員に通知してください。 

記 

１ 特に措置を講ずる必要があると認める事項（指導事項） 

（１） 契約関係 

市役所庁舎前等駐車場管理及び案内業務において、消費税増税により令和

元年１０月から毎月の支払金額を増額しているが、変更支出負担行為決議書

が起案されていないなかったため、適正な事務執行に努められたい。 

（２） 補助金関係 

ア 安城市小中学校ＰＴＡ連絡協議会補助金交付事務において、前回と同様に

実績報告書の提出が補助事業終了後速やかに提出されていなかったため、チ

ェック体制を強化し、再発防止に努められたい。 

イ 地域ぐるみ親子ふれあい推進事業補助金交付事務において、補助金交付要

綱では補助金額を１，０００円未満切り捨てと規定しているが、切り捨てず

に補助をしているものがあったため、適正な事務執行に努められたい。 



２ 措置を講ずべき理由 

（１）契約関係 

 契約金額を変更した場合は、変更支出負担行為決議書を起案しなければな

らない。 

（２）補助金関係 

ア 安城市補助金等の予算執行に関する規則及び交付要綱により、補助に係る

事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書に事業実施報告書及

び事業収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。また、前回

定期監査においても同内容の留意事項があったため、是正されていなければ

ならない。 

  イ 補助金交付要綱の規定に従って補助金額が算定されていなければならない。 

 


